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＜特記仕様書＞

 下記工事における提出書類は以下のとおりとする。

多和明渠土砂撤去工事

提出書類一覧 施工計画書

添付資料は別記のとおりとする。

協議事項があった場合に提出すること。

特殊な資材がある場合提出すること。

使用資材承諾願いと同じ場合は提出不要。

工事写真帳

撮影の頻度は別記のとおりとする。

社内検査を実施した場合に提出すること。

段階確認を実施した場合に提出すること。

関係機関との協議書

工事名

提出書類 内容 工事概要・工事内容 社内検査計画

工事施工計画書 計画工程表 施工方法 道路使用許可

工事施工協議簿 現場組織表 緊急時の連絡体制 消防署

使用資材承諾願い 指定機械一覧表 安全衛生管理 水道（下水道）

試験成績書 主要資材一覧 交通管理 ＮＴＴ

品質管理報告書

履行報告書 品質管理管理基準 環境対策 北海道電力

使用資材総括表 出来形管理基準 作業環境の整備 教育委員会

出来形測定総括表 写真管理基準 建設廃材処理計画 路線バス

出来形測定図

工事写真帳 着手前 主要資材

社内検査実施報告書 完成 安全管理状況

交通整理員集計表 出来形管理

段階確認実施結果報告書

産業廃棄物処理集計表

再生資源利用促進計画書

安全教育実施報告書 施工状況



＜特記仕様書＞
多和明渠土砂撤去工事

○工事標識等の設置について ○道路維持工事等における工事標識等の作成例

 本工事の施工に先立ち、以下に示す項目を表示した標識を ①工事標識 全ての工事において原則的に設置する。
設置することとする。 工事名の表示は不要。使いまわしが可能な簡易なものでよい。
 なお、規格等は別紙のとおりとする。 （作成例①）

②その他標識 必要に応じて特記仕様書で明示する。（作成例②）
工事標識 使いまわしができる無地の標識にＡ４程度の紙を貼り付けたもの

でよい。
建設業の許可票

③工事標識等の作成例
労災保険関係成立票

緊急時の連絡先

道路使用許可標示板

建退共シール

その他

① ②
工事標識（小型） その他標識（小型）

道
路
を

直
し
て
い
ま
す

建設業

労災保険

緊急時

道路使用

建退共

(W)550mm程度

(H)

1400mm

(W)550mm程度

(H)

1400mm

請負者

㈱○○組

発注者
標茶町役場建設課

485-2111



＜特記仕様書＞ 多和明渠土砂撤去工事

１． 共通仕様書

1)  当該工事は、本特記仕様書によるほか『北海道建設部土木工事共通仕様書』に基づき施工すること。

２． 土木工事積算基準等

1)  当該工事の設計図書は、北海道建設部が制定した次の積算基準等に基づき作成している。

３． 積算基準日（単価等適用日）

 本工事に用いた積算積算については、以下の日付により更新されたものである。

  単価更新日 令和7年１０月５日更新（１０月適用単価）

４． 諸経費率

1)  当該工事の積算に係る諸経費率は以下の通りとする。

共通仮設費率　８％ 現場管理費率　17％+1.8(冬期補正)=18.8％ 一般管理費率　２2％

５． 概数

1)  「概数として扱う数量一覧表」に示した数量は概数である。概数として扱う事項の施工にあたっては、施工後でなければ数量の確認が

できない場合を除き、現地調査終了後速やかに工事監督員と協議し、数量の確定を行い着手すること。

 施工後でなければ数量の確認ができない場合とは、埋設物等で掘削を進めないと確認できないようなもののことをいう。

2)  概数の確定により数量の変更が生じた場合には、設計変更により処理する。

 なお、設計に対して過大な出来形数量に変更するものではないことに留意すること。

3)  当該工事については、調査及び測量を実施し設計図面の作成及び工事数量の算出を受注者にて行うこととする。

 なお、詳細については監督員と協議の上実施すること。

６． その他

 その他疑義が生じた場合は双方と協議のうえ決定する。


